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令和４年度 第３回群馬県内水面漁場管理委員会議事録 

 

１ 日 時 令和５年３月 24 日（金）午後２時 35 分から午後３時 30 分まで 

２ 場 所 群馬県水産会館 ２階会議室  

３ 出席者 

  ・委員  11 名 松元会長 吉澤会長代理 青木委員 佐々木委員 戸部委員 

          水島委員 中島委員 針谷委員 松田委員 赤石委員  

          佐藤委員 

・群馬県 ３名 蚕糸園芸課 課長 岸篤志 

次長 前田重幸 

水産試験場 場長 小西浩司 

・事務局 ３名 書記（水産係主任）肥留川惇 書記（水産係主任）渡辺峻 

        書記（水産係主事）下境裕貴 

・傍聴人 １名 

 

４ 開会 

（渡辺書記） 

 ・委員 11 名の出席により、群馬県内水面漁場管理委員会事務規程第７条による 

成立要件を満たしたため、令和４年度第３回群馬県内水面漁場管理委員会を開 

催する。 

 

５ あいさつ 

 ・群馬県内水面漁場管理委員会 松元会長 

 ・群馬県蚕糸園芸課 岸課長 

 

６ 議事 

（松元会長） 

・本日の議事録署名人は、佐藤委員と水島委員にお願いしたい。 

・議題１は「令和４年増殖実績について」である。事務局から説明願いたい。 

（事務局） 

 ・資料１「令和４年増殖放流実績について」（Ｐ１～Ｐ６）説明を行う。 

（松元会長） 

 ・議題１について、何か質問等あるか。 

（吉澤委員） 

 ・各漁協の増殖放流実績の表で、「ニジマス」と「ハコスチ」を分けて記載して

いるのはなぜか。 

（事務局） 

・各漁協がハコスチをどのくらい放流したか調べるために分けて記載している。 

（吉澤委員） 

 ・ハコスチの量を判別したくて、分けて記載したということか。 

（事務局） 

 ・そのとおりである。 
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（松元会長） 

・意見がないようなので、今年度は全ての漁業協同組合（以下、漁協とする）が

増殖放流呈示量を達成したということとしたい。 

（委員） 

・全員異議なし。 

（松元会長） 

 ・議題２は「令和５年増殖放流提示量について」である。事務局から説明願いた

い。 

（事務局） 

 ・資料２「令和５年増殖放流提示量について」（Ｐ７～Ｐ16）説明を行う。 

（松元会長） 

 ・何か意見等はあるか。 

 ・意見がないようなので、事務局の案のとおり増殖放流呈示量を各漁協に通達す

ることでよいか。 

（委員） 

 ・全員異議なし。 

（松元会長） 

 ・議題３は「資源管理の状況等の報告について」である。事務局から説明願いた

い。 

（事務局） 

 ・資料３「資源管理の状況等の報告について」（Ｐ17～Ｐ26）説明を行う。 

（松元会長） 

・何か意見等はあるか。 

・意見がないようなので、県から報告を受けたこととしたい。 

（委員） 

 ・全員異議なし。 

（松元会長） 

 ・議題４は「埼玉県内水面漁場計画（案）」についてであるが、事前に通知がな

かった議案となる。経緯について事務局から説明願いたい。 

（事務局） 

 ・議題４「埼玉県内水面漁場計画（案）」（Ｐ27～）について説明を行う。 

（松元会長） 

 ・何か意見等はあるか。 

（吉澤委員） 

 ・Ｐ37 に「共第８号」と記載されているが、「共第９号」ではなかったか。 

（事務局） 

 ・記載されているのは、現時点での表記である。複雑であるが、以前は共第９号

であり、現在は共第８号、そして次回漁業権切替え時には共第９号に戻る予定

である。 

（松田委員） 

 ・共第８号がなくなってしまうということか。 

（事務局） 

・新規漁業権が追加されることにより、共第８号が共第９号に漁場番号が繰り上

がる形であり、漁場自体はなくならない。 
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（佐藤委員） 

 ・当該漁場のうち、利根川で釣りをすることになった場合、左岸側は東毛漁協の

鑑札を携帯し、右岸側は埼玉県の漁協の鑑札を携帯すればよいのか。 

（事務局） 

 ・現在、漁業権の切替に向けて、５漁協の代表者から構成される８号委員会で管

理方法を協議中である。案としては、５漁協いずれかの指定された年券を所持

していれば、（発行漁協が管轄する漁場＋）現在の共第９号漁場全域で遊漁が

できるようになると話を聞いている。加えて、それとは別に新たに共第９号の

みで使用できる「９号券（年券）」を発行するという案も出ている。 

（松田委員） 

・共第８号漁場の現状についてであるが、（各漁協の）年券と８号券（日券）の

兼ね合いはどうなっているのか。 

（事務局） 

 ・各漁協で認識のズレがあるようであるが、少なくとも８号券（日券）があれば

共第８号漁場全域で遊漁が可能である。 

（松元会長） 

 ・他に意見があるか。 

 ・意見がないようなので、埼玉県から諮問を受けたこととしたい。 

（委員） 

 ・全員異議なし。 

（松元会長） 

 ・議題５「その他」について、なにかあるか。 

（事務局） 

 ・議題５「その他」（Ｐ39～Ｐ41）について説明を行う。 

（松元会長） 

 ・来年度は、漁業権の切替えを控えている。漁場管理委員会が通常よりも多く開

催されるため、御協力願いたい。 

 

 

７ 閉会 

 

文章中の（）内は事務局で加筆 
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